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11 月 減額申請書の記載例 

１１月減額申請書提出期間 

令和６年１１月１日（金）～同年１１月１５日（金） 

定額減税の追加のみを理由とする減額申請書の簡易的な記載方法

があります。下記ご参照ください。 

（例）配偶者と扶養親族を申請して定額減税を受ける場合 

予定納税通知を受けた金額は税務署から通知された『令和６年分の 

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書』から転記します。 

1 人 30,000 円×（配偶者＋扶養親族）＝  第二期で減額する金額 
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『令和６年分の所得税予定納税額の通知書』(見本) 

 

A 
（本人分） 

（配偶者＋扶養親族） 

 

本人分は第一期で減税済み、第二期
は減税申請書を提出すれば配偶者
＋扶養親族１人の場合、60,000 円減
税される。 C60,600 円が E600円 
になります。 
C60,600 円―60,000＝ E600 

チェックを入れる 

配偶者 ご家族の続柄と氏名  
生年月日を記載する 


